
前橋市宅地開発指導要綱に係る下水道工事の取扱基準 

 

 

１．本基準は、前橋市宅地開発指導要綱（平成１６年前橋市告示第３３９号）に係る開発

行為等（以下「開発行為等」という。）による下水道工事の取扱に必要な事項を定めるも

のとする。 

 

２．開発行為等を行う者（以下「事業者」という。）は、開発行為等に伴う下水道工事（以

下「工事」という。）の着手前に前橋市公営企業管理者（以下「管理者」という。）に工事

着手届（様式第１号）に必要な書類を添付し提出しなければならない。 

  なお、開発行為等のうち開発許可適用除外となる工事については、帰属承諾書を併せ

て提出しなければならない。 

 

３．工事の施工にあたっては、下水道法、前橋市公共下水道条例、下水道工事標準仕様書、

開発行為等の事前協議における下水道布設工事の実施基準を遵守し施工しなければなら

ない。 

 

４．開発行為等のうち、開発許可適用除外となる工事の事業者は、工事が完成したときは、

速やかに工事完成届（様式第２号）を管理者に提出し、管理者が指定する検査員による

検査を受けることとする。 

 

５．検査員は、速やかに当該工事の検査を行い、検査の結果を検査調書（様式第３号）に

より管理者に報告しなければならない。 

 

６．管理者は、前項の報告があったときは、検査の結果を検査結果通知書（様式第４号）

により事業者に通知するものとする。 

 

７．開発許可適用除外となる工事のうち道路用地の寄附を伴う場合の下水道施設は、道路

用地の寄附受入をもって、設置した下水道施設も前橋市水道局に帰属するものとする。 

 

８．前項によらない開発許可適用除外となる工事により設置した下水道施設の帰属は、検

査結果通知をもって前橋市水道局に帰属するものとする。 

 

９．この基準に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

 

  附 則 

 この基準は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

 この基準は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

  


